
問い合わせ　市農林課 林業振興係　☎27-8426

●工事内容　国道45号かさ上げ工事
●規制内容および期間（予定）
　4月13日㈪～5月10日㈰まで
　日中のみ片側交互通行
　5月11日㈪～令和3年3月まで
　終日（24時間）片側交互通行
　（誘導員の指示に従ってください）
●問い合わせ　三陸国道事務所 調査第二課
　　　　　　　☎0193-71-1742

釡石市

交通規制交通規制交通規制 のお知らせ国道45号 釡石市両石地区
～お急ぎの車・大型車は三陸沿岸道路をご利用ください～

出典：地理院地図に迂回路情報等を追記して掲載
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【注意】
　釡石両石ICは大船渡方面へ行けません。

【凡例】
　　：交通規制箇所
　　：う回ルート

両石町第3地割　規制延長 約600m程度
（工事進捗状況により規制方法が変化します）
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釡石北IC入口

新型コロナウイルス感染症対策に関する情報

守りたい　森と未来を　炎から （山火事防止運動全国統一標語）
　山火事の多くが、ちょっとした火の取り扱いの不注意から発生しています。次のことに注意して、山の緑を火災
から守りましょう。
1 強風時や乾燥時には、たき火、火入れ、野焼きをし
ない

2 火災が起こりやすい枯草などのある場所では、たき
火をしない

3 たき火の場所を離れるときは、完全に消火する
4 たばこの吸い殻を投げ捨てない

5 森林の周囲１kmの範囲では、野焼きは火入れと見
なされ、市長の許可が必要（農業、林業、漁業を営
むために、やむを得ず行われる廃棄物の焼却や、た
き火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物
の焼却で軽微なものなどは許可不要）

6 火遊びはしない

岩手県山火事防止運動月間　（5月31日まで）

福祉タクシー助成券を交付します
　市は、在宅重度障がい者のタクシー利用料のうち、基本料金
分について助成します。タクシーを利用する人はお申し込みく
ださい。昨年度分の福祉タクシー助成券（水色のもの）を持っ
ている人は、本年度分と交換しますので持参してください。
受付開始日　４月１日㈬
受付場所　市地域福祉課（保健福祉センター２階）、各地区生活
応援センター（釡石地区を除く）
給付枚数　24枚（令和２年度から枚数を増やして交付します）
持ち物　身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手
帳、障害年金証書（精神障がいの場合）のいずれか

利用できるタクシー会社　文化タクシー☎23-5038（中妻町）、釡石タクシー☎22-3881（大町）、青葉タクシー☎23-
5911（小川町）、中山福祉タクシー☎23-6615（小佐野町）、前勝タクシー☎28-3232（鵜住居町）、太陽タクシー☎
28-1414（鵜住居町）、大槌タクシー☎42-2256（大槌町）、大安タクシー☎42-4131（大槌町）

対象
① 身体障害者手帳を持っている人で、視覚障害１級、下
肢機能障害１級、体幹機能障害１級の認定を受けて
いる人

② 療育手帳を持っている人でA判定を受けている人
③ 精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けている人
または障害年金１級の項第10号（精神の障がい）を
受けている人

※障がい者支援施設などに入所している人、自動車
税・軽自動車税の免除を受けている人は該当しません

問い合わせ　市地域福祉課 障がい福祉係　☎22-0177

●工事内容　国道45号かさ上げ工事
●規制内容および期間（予定）
　4月13日㈪～5月10日㈰まで
　日中のみ片側交互通行
　5月11日㈪～令和3年3月まで
　終日（24時間）片側交互通行
　（誘導員の指示に従ってください）
●問い合わせ　三陸国道事務所 調査第二課
　　　　　　　☎0193-71-1742

釡石市

交通規制交通規制交通規制 のお知らせ国道45号 釡石市両石地区
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出典：地理院地図に迂回路情報等を追記して掲載
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新型コロナウイルス感染症対策本部（市健康推進課）　☎22-0179
※特に注意書きが無い場合、３月24日現在の情報をもとに作成しています

新型コロナウイルス感染症対策に関する情報

感染拡大を防ぎましょう
釡石市発行  No.2　令和２年４月１日

市民の皆さんへ

　現在、新型コロナウイルスによる感染症が全国に拡大しています。当市においては３月24日現在、感染
患者の発生はありませんが、引き続き患者発生時の対応に向けて警戒を強めています。
　市は、３月19日、対策本部会議を開催し市民の皆さんへの感染拡大防止策や中小企業の支援策など、庁内
組織一丸となって取り組むことを協議しました。
　市は、感染拡大防止の観点から、公民館、働く婦人の家、集会所での活動自粛をお願いしている他、屋内
体育施設の休館などについても継続しています。再開の時期については、今後の状況を踏まえ決定します。
　新型コロナウイルスの集団感染を防ぐためには、換気が悪く密集するような空間を避けることが重要で
す。至近距離での会話は感染リスクが高まることから、会議の開催の必要性について検討すること、イベン
ト開催時には風通しに配慮することなどが大切です。
　これらを留意した上で小中学校では、新学期に向けて準備を進めており、入学式や始業式は内容を縮小し
て開催すること、児童生徒の感染予防に努め授業を再開することが決まっております。
　市民の皆様には、イベントなどの開催自粛などご不便をおかけしておりますが、新型コロナウイルス感染
症の感染拡大を防ぐためには、徹底した対策を講じるべきとの判断であり、市としても、全力で取り組んで
まいりますので、引き続き皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

釡石市長　野　田　武　則

内　容 担当課など 連絡先
新型コロナウイルスに関する総合相談窓口 市健康推進課 ☎22-0179
幼稚園、小学校、中学校に関すること 市学校教育課 ☎22-8833
学童育成クラブ・保育施設などに関すること 市子ども課 ☎22-5121
障がい者等施設に関すること 市地域福祉課 ☎22-0177
高齢者介護施設に関すること 市高齢介護福祉課 ☎22-0178
悪質商法に関すること 市消費生活センター ☎22-2701

公民館に関すること

釡石公民館（釡石地区生活応援センター） ☎22-0180
平田公民館（平田地区生活応援センター） ☎26-7655
唐丹公民館（唐丹地区生活応援センター） ☎55-2111
中妻公民館（中妻地区生活応援センター） ☎23-5543
小佐野公民館（小佐野地区生活応援センター） ☎23-5037
甲子公民館（甲子地区生活応援センター） ☎23-5524
鵜住居公民館（鵜住居地区生活応援センター） ☎28-2470
栗橋公民館（栗橋地区生活応援センター） ☎54-5004
市まちづくり課 ☎27-8454

商業関係団体、雇用に関すること 市商工観光課 ☎27-8421
体育施設に関すること 市スポーツ推進課 ☎27-5712
文化施設に関すること 市文化振興課 ☎27-5714

市の主な相談窓口
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